
入院日数が１８０日を超えた場合の 

選定療養費徴収について 

 

１８０日を超えてご入院されている患者さん（重症等、厚生労働大臣が定

める 状態の方は除く）について、選定療養費として 

１日につき２，９３５円（税込）を自費徴収させて頂きます。 
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